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学校だより №７ 

 

校長室の窓から 
平成２７年９月 

 

＜ 校 訓 ＞ 

いのちを大切にしよう 

きまりを守ろう 

進んでことにあたろう 

相手の立場に立って考えよう 

自転車賠償責任保険加入の義務化について  ～平成27年10月1日より施行～ 

 平成 27年 6月 1日より改正道路交通法が施行されましたが、兵庫県では平成 27年 4月 1

日より「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定されています。 

この条例では、全国で初めて、自転車利用者に自転車損害賠償保険の加入を義務付ける内

容が盛り込まれており、保険加入義務に関する規定が10月1日より施行されます。加入しな

くても罰則はないそうですが、中学生も普段の生活において自転車を使う機会は多いと思い

ます。また、クラブ活動における大会参加等の移動手段として自転車を使う機会も少なくな

いと思います。まだ未加入の方は、この機会に是非、賠償責任保険への加入をお願いします。

近年、中・高校生の自転車による事故で、保護者等が高額の賠償責任を負わなければならな

くなった事例もたくさんあります。ご家庭の自動車保険に一部金額を追加して自転車賠償責

任保険にも加入できる制度もあるようです。保険加入についてよろしくお願いいたします。 

 

市制 100周年記念の横断幕が完成したことは前号で報告しましたが、9月 11日（金）にそ

の設置が完了しました。校門上にアーチ状に設置できるように校務員さんが準備をしてくれま

した。天気が悪くなかなかお披露目の機会がもてませんでしたが、ようやく地域の方にも見て

もらえるようになりました。また、生徒のみなさんは、毎日、横断幕をくぐって校内に入るこ

とになります。校務員さんありがとうございました。 

（加害事故事例）    賠償額 1,239万円 

 自転車が、信号のない交差点を歩いて

横断中の女性（54歳）と衝突。女性は顔の

骨や歯を折る等の重傷を負った。 

（H21.3.25 神戸地裁） 

（加害事故事例）    賠償額 9,266万円 

 自転車運転中の男子高校生が昼間、自転車横断帯

の手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自

転車で直進してきた男性（24 歳）と衝突。男性は重大な

障害（言語機能喪失等）が残った。（H20.6.5東京地裁） 

 
～尼崎市市制１００周年記念 横断幕の設置完了～ 

『 竹 』に学ぶ  ～ 地固めの時期 ～ 

 竹という植物は、一見、か細い印象がありますが、なかなか捨てがたい味があります。 

たとえば、大雪に見舞われてもすぐにポキンと折れるような不甲斐ない様子はめったに見せ

ません。雪が小止みになると自分の力で雪を払いのけ、元の姿に返っていきます。 

 竹は、発育し始めて４年間ぐらいは地上に芽を出しません。５年目になってようやく芽を出

すと一気に数メートルの背丈まで成長するといわれています。最初の４年間ぐらいは地下で根

を張るために一生懸命頑張っているわけです。この「地固めの時期」があるからこそ、竹は厳

しい自然の試練に耐えていける力を持つことができるのだと思います。 

人も同じではないでしょうか。十分に根が張れていない人、言いかえると、いろいろな基礎

基本ができていないで、我慢や辛抱をするという経験のない人は、いざという時にはもろいも

のです。少しのことですぐ音をあげたり、すぐにものごとを投げ出してしまったりしがちです。 

ちょっとした困難にぶつかった時に、すぐにくじけてしまうようでは、 

また、我慢もできないようでは、自分の夢も実現できないということに 

もなります。中学生の時期は、この「地固めの時期」とも言えるのでは 

ないでしょうか。楽しいこと、好きなことばかりではありません。しん 

どいことや自分は好きでないということも我慢してやらなければならな 

い時も多々あると思います。しかし、今つけるべき力を、しっかりとつけ 

なければならない「地固めの時期」だと思うのです。 

部活動の結果 

◆男子ソフトテニス部   ◆剣道部 

 ヨネックスカップ 優勝  尼崎市錬成大会 男子Aチーム 優勝 

 尼崎市長杯 優勝           （個人）槇野敬介 優勝 

 万葉杯  優勝      尼崎市新人大会 男子Aチーム 優勝 

                  前哨戦 男子Bチーム 準優勝 

ハインリッヒの法則（１：29：300の法則） ～ヒヤリ・ハット～ 

アメリカの技師ハインリッヒという人が発表した法則で、労働災害

事例の統計を分析したものです。「１：29：300」という数字は、１件の

重大事故が発生する背景には 29 件の軽傷事故と 300 件のヒヤリ・

ハットがあるということを警告したものです。 

つまり、１件の重大事故が発生すると、それに近い事故（ひとつ間

違えば重大事故になっていた事故）が２９件発生している。そして、

29件に近い事故は 300件は発生しているというものです。 

自分は大丈夫ではなく、一度、自分の行動を振り返ってみてくださ

い。「安全・安心、心と体の健康」があってこそ、しっかりと学習に取り

組むことができるし、部活も頑張れるのだと思います。  
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